
秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

 

令和２年２月２７日 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合長  穂 積   志 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合規則第５号 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部

を改正する規則 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則（平成20年

秋田県後期高齢者医療広域連合規則第２号）の一部を次のように改正する。 

様式第７号中「 



 

」を「 



 

」に改める。 

様式第34号中「 



 

」を「 



 

」に改める。 



様式第35号中「 

 

」を「 



 

」に改める。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の秋田県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する規則の規定に基づき作成された後期高齢者医療被保険

者資格証明書の用紙で現に残存するものは、次の後期高齢者医療被保険

者資格証明書の一斉更新まで使用できるものとする。 

 

 

 


